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▼
豊
頃
町
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　
改
正
空
家
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施

行
及
び
第
２
期
豊
頃
町
空
家
等
対
策
計

画
の
策
定
に
伴
い
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
管
理
不
全
空
家
等
の
認
定
に
係
る
規

定
や
災
害
な
ど
非
常
事
態
に
お
け
る
町

長
の
緊
急
代
執
行
の
規
定
な
ど
が
新
設

さ
れ
ま
す
。

　
施
行
期
日
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日

で
す
。

　
豊
頃
町
立
豊
頃
医
院
及
び
豊
頃
町
立

大
津
診
療
所
の
指
定
管
理
者
に
、
公
益

社
団
法
人
地
域
医
療
振
興
協
会
を
指
定

し
ま
し
た
。

　
継
続
的
な
医
師
の
確
保
及
び
医
療
体

制
の
充
実
の
た
め
、
令
和
３
年
11
月
か

ら
当
該
法
人
を
指
定
管
理
者
に
指
定
し

て
い
ま
す
。

　
今
年
度
末
で
指
定
の
期
間
が
満
了
す

る
こ
と
か
ら
、
新
年
度
以
降
に
つ
い
て

も
当
該
法
人
を
再
度
指
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
審
議
し
、
可
決
し
ま
し
た
。

　
指
定
の
期
間
は
、
令
和
７
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

▼
豊
頃
町
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
印
鑑
登
録
証
明
書
を
本
人
が
申
請
す

る
場
合
、
印
鑑
登
録
済
証
明
書
（
印
鑑

登
録
カ
ー
ド
）
の
添
付
を
省
略
で
き
る

よ
う
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
窓
口
と
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
の
手
続
き

を
揃
え
る
た
め
に
改
正
を
行
い
ま
す
。

　
施
行
期
日
は
、
令
和
７
年
１
月
１
日

で
す
。

十
勝
町
村
議
会
議
長
会 

議
員
研
修
会
に
参
加

　
10
月
30
日
、
清
水
町
文
化
セ
ン
タ
ー

で
開
催
さ
れ
、
議
員
８
名
が
参
加
し
ま

し
た
。

　
帯
広
開
発
建
設
部
の
専
門
官
に
よ
る

講
演
を
受
講
し
、

十
勝
川
流
域
に
お

け
る
ア
ド
ベ
ン
チ

ャ
ー
ト
ラ
ベ
ル
に

つ
い
て
学
び
ま
し

た
。

十
勝
町
村
議
会
議
長
会 

議
長
研
修
会
に
参
加

　
10
月
７
日
、
上
士
幌
町
で
開
催
さ
れ
、

議
長
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
竹
中
貢
上
士
幌

町
長
の
講
演
を
聴

講
し
、
交
通
タ
ー

ミ
ナ
ル
や
糠
平
ダ

ム
な
ど
視
察
し
ま

し
た
。

令
和
６
年
12
月

９
日　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
議
員
全
員
協
議
会

12
日　
第
４
回
定
例
会
（
１
日
目
）

　
　
　
（
補
正
予
算
、条
例
改
正　
ほ
か
）

　
　
　
総
務
文
教
常
任
委
員
会

　
　
　
産
業
厚
生
常
任
委
員
会

17
日　
第
４
回
定
例
会
（
２
日
目
）

　
　
　
（
一
般
質
問　
ほ
か
）

　
　
　
議
会
広
報
特
別
委
員
会

令
和
７
年
１
月

14
日　
議
会
広
報
特
別
委
員
会

22
日　
第
１
回
臨
時
会

令
和
７
年
２
月

７
日　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
所
管
事
務
調
査

13
日　
産
業
厚
生
常
任
委
員
会
所
管
事
務
調
査

21
日　
議
員
全
員
協
議
会

26
日　
一
部
事
務
組
合
議
会
定
例
会

�

～
帯
広
市

27
日　
議
会
運
営
委
員
会

令
和
７
年
３
月

４
日　
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会（
１
日
目
）

　
　
　
（
補
正
予
算
、条
例
改
正　
ほ
か
）

　
　
　
議
員
全
員
協
議
会

　
　
　
総
務
文
教
常
任
委
員
会

　
　
　
産
業
厚
生
常
任
委
員
会

11
日　
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会（
２
日
目
）

　
　
　
（
当
初
予
算
ほ
か
）

13
日　
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会（
３
日
目
）

　
　
　
（
一
般
質
問
ほ
か
）

　
　
　
議
会
広
報
特
別
委
員
会

議
会
日
誌

議
会
の
動
き

豊頃町立豊頃医院

議長研修会のようす 議員研修会のようす

そ
の
他

豊
頃
医
院
、
大
津
診
療
所
の
指
定
管
理
者
に

（
公
社
）
地
域
医
療
振
興
協
会
を
指
定
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（
簡
易
水
道
事
業
会
計
）

有
機
フ
ッ
素
化
合
物�

�
水
質
検
査
料
に
57
万
円
計
上

Q　
藤
田
議
員　
水
質
調
査
の
内
容
は
。

A　
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
の
一
部
で
あ

る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
の
水
道
水

に
含
ま
れ
る
量
に
つ
い
て
調
査
し
ま
す
。

　
北
海
道
か
ら
、
令
和
７
年
度
以
降
に

検
査
予
定
の
自
治
体
は
今
年
度
に
前
倒

し
す
る
よ
う
通
知
が
あ
り
、
今
補
正
予

算
に
計
上
し
ま
し
た
。

　
検
査
結
果
が
判
明
次
第
、
広
報
等
で

町
民
の
皆
さ
ん
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
人
事
院
が
勧
告
し
た
国
家
公
務
員

給
与
改
定
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
給
料
表
の
増
額
改
定
や
、

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
の
率
引
き
上

げ
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

　
そ
れ
に
伴
う
関
係
条
例
の
一
部
改

正
及
び
職
員
人
件
費
の
増
額
に
係
る

補
正
が
予
算
に
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

　
条
例
改
正
、
補
正
予
算
い
ず
れ
も

提
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▼
豊
頃
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

・�

職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
の

率
を
そ
れ
ぞ
れ
０
．
05
か
月
分
引

き
上
げ

・�

寒
冷
地
手
当
を
11
．
３
パ
ー
セ
ン

ト
引
き
上
げ

・�

職
員
の
給
料
表
に
つ
い
て
、
若
年

層
を
重
点
に
１
・
２
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
11
．
１
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
上

げ
　
そ
の
ほ
か
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
も
、
期
末
勤

勉
手
当
の
率
を
引
き
上
げ
ま
す
。

▼
豊
頃
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　
令
和
６
年
10
月
11
日
付
で
町
長

が
専
決
処
分
し
た
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）
を
原
案
の
と
お

り
承
認
し
ま
し
た
。

　
本
補
正
予
算
は
、
令
和
６
年
10

月
27
日
執
行
の
衆
議
院
議
員
総
選

挙
・
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審

査
の
事
務
執
行
に
係
る
経
費
を
計

上
し
た
も
の
で
す
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
６
０
万

１
千
円
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

　会計ごとの補正額は右の
とおりです。
　１万円未満は四捨五入し
ています。

補正額 予算総額

一 般 会 計 第５号 560 万円
第６号 1,284 万円 57億6,083 万円

国 民 健 康 保 険 第２号 39 万円 ５億7,985 万円
介 護 保 険 第３号 391 万円 ３億9,846 万円
後 期 高 齢 者 医 療 第１号 △192 万円 7,576 万円

補正額 予算総額
簡 易 水 道 第３号 収益的支出 435 万円 ２億6,214 万円

公 共 下 水 道 第２号 収益的支出 154 万円 ２億2,241 万円
資本的支出 △7,338 万円 １億1,349 万円

会計ごとの
補�正�額

条
例
改
正

人
事
院
勧
告
に
基
づ
き

給
料
、
期
末
手
当
等
を
引
き
上
げ

　
正
職
員
の
月
例
給
及
び
手
当
の
改
定

に
準
じ
て
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
豊
頃
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正▼
豊
頃
町
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
議
会
議
員
及
び
町
長
な
ど
特
別
職
の

期
末
手
当
の
率
を
０
．
１
か
月
分
引
き

上
げ
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算
の
専
決
処
分
を
承
認

専
決
処
分

　
本
来
議
会
が
議
決
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
、
町
長
が
議
会
に
代
わ

っ
て
処
分
す
る
こ
と
で
す
。

　
緊
急
を
要
し
、
議
会
を
招
集
す

る
時
間
的
余
裕
が
な
い
と
き
な
ど

に
行
わ
れ
ま
す
。

　
町
長
が
専
決
処
分
を
し
た
場
合

に
は
、
処
分
後
初
め
て
開
か
れ
る

会
議
で
報
告
し
、
議
会
の
承
認
を

得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。


